
内部評価開始 
評価完了 

必要な評価を全て終了 レベル認定申請 

期末評価完了時の作業フロー 

 

業務が発生しない 
項目がある 

Q&Aを参照し 
期首データ登録後 
１年以内で評価 
完了が可能 

延長手続き 
レベルの変更も考慮 

評価完了 
レベル認定基準達成 

レベル認定申請 
最長1年迄 

※※暫定的な取り扱い 

暫定的な取り扱い項目以外
は評価完了 

※※暫定的な取り扱い
に基づく届出 

※評価の継続が困難 

内部評価が完了した小項目に限り 
レベル認定申請を行う 

※ユニット認定申請 
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※※以下の評価項目に関して、暫定的な対応とし

てあり方を検討するものとしていますが、当

面 Q&A の柔軟な解釈で評価完了を優先して

頂いています。 

・感染症発生時の対応（Q&A３５） 

・終末期ケア（Q&A３７） 

・地域包括ケアシステム（Q&A３８） 

※被評価者や評価者の止むを得ない

都合（退職・異動等）で評価の継

続が困難となった場合に小項目単

位で申請されるものです。ただし、

今後レベル認定を受けるために

は、ユニット認定を受けた小項目

も含めて、すべての項目について

最初から評価を受け直していただ

く必要があります。 

評価期間は、１か月～６か月です。 

評価の継続が難しい 

評価の中止 

をクリックする 

をクリックする 

をクリックする 

期首データ登録後最長１年までの延長が可能です。レベル変更も考慮してください。 


